別記様式第3号（第7条関係）

令和　　　年 　　月 　　日

興部町産後ケア事業利用不承認通知書

　興部町
　　　　　　　　　　　　　　様

興部町長　　　　　印


令和　　年　 月　　日付けで申請のあった産後ケア事業の利用については、次の理由により不承認としたので、興部町産後ケア事業実施要綱第7条の規定により通知します。


　　　　　理由

　　　　


（審査請求等）
１　この処分について不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、興部町長に対して審査請求をすることができます。
２　この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から６か月以内に、興部町（訴訟において興部町を代表する者は興部町長となります。）を被告として、旭川地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、処分又は裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。


ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
	担当・お問い合わせ先
　　　興部町福祉保健課　子育て世代包括支援センター
　　　　　　　　　　電話　０１５８－８２－４１７０



